
著作権規程の改正について  一1′∫ 
℃。 
ています．この規杵は基本的考えノブを明確にした苦作槽規杵とその取扱を決めた内規とに分かれてい  
ますが，l人けさとしてはややイ（允分の指摘がありました．また．署作権に関するは律が整備されたこと，  

ウェブへ－ジ写の甘〃射本カゞ普及したことなど、苫刊三権規柑をめぐる環境は人きく変わってきていま  
す．、■1′、r会でも現在II］1J畑侶甘辛研究所の竜川卜．号鮒サービスに参加し，OR，誌，JORSJのIiJJj誌を屯  

J′・媒体を油じて，l卿㍑できるよう取り糾んでいます．   

この′情鰍こ鑑み，（柏情渦柏里甘、r‥会をはじめとする多くのサ協会でも，宵作権規程の改正に収り組み，  

そのノノl叶作はかなり明確になりつつあります．この軌きに合わせて、lけ仝でし∴現行の汗作権規程を  

兄れし，時代に利＝心しい宵侶椎規定に改正すべく検．汁を重ねてまいりましたが，－一定の結論がHまし  
たので，宵侶椎規利戊改定することにしました．この改1卜は，苦作ネの権利保護，′、ト会溝助の＝描・化  
をlズ1ることが＝1くノであり，搾作名川〃の肺利である搾作名▲人格枠を侵雷するものではあI）ません．ま  
た苦作署‖身がl′lJ）の．紆文でを利川することを妨げないことは∴うまでもありません．   

以卜，改l卜された苦作椎規⊥の1ノ」？ざです．  

著作権規程  

（和11本オペレーションズ・リサーチ′、㌣会  
（l川くノ）  

第1条  この規杵は（拙l本オペレーションズ・リサーチ′、ト会（以卜、㌣会という）が編集または発行す  

るH版物に掲絨される論文等（論文，解説訂・li，アブストラクトを合む，以下論文等という）  
の苦イ1三賞と木、ト会とのl～りの首作権移毎に関して収り決めるものである．  

（苦作権の帰城）  

弟2条 本一、ト会発寺ノーの川版物に掲絨される．論文での苦作枠（苦作権i去弟21発から節28条までに規程  

するすべての柵利を合む）は本・、ト会に投稿された‖鼠点から佑川Ijとして，本′、r‥会に帰属する．   

2． 特別な車≠により，l廿頃の旭川ができない場合，苦作名・は申Hるものとする．その場合の苦  
作権の取扱は酎1；者▲と本一、iご‥会との問で協議し，決めることができる．  

（斧作肺利川の許．浩）  
第3条  本一、r会に帰城する苦作権を利川する場合は本サ会の．汁諾を必要とする 

2．＋著作署＝身がl′1身の論文等の仝挑または－一部を「1身の川途のために複製，翻案するなどの形  
で利川する場合烏，本サ会では偵仲川引こ異議申心てをしたり，妨げをすることはない．この  

場合，署雄三苫は車潮に小し‖を行なった卜，本′、ト会の指ホに従う とともに利flける複製物あ  
るいは苦作物Lいに本ツ会の＝版物にかかる廿1典を明．記すること．   

3． 第三省から論文等の複製あるいは翻案，公衆送イ．帯の許諾申請があった場合，著作者の承諾  
をHた仁で，以卜‘の委H会または幹■li会が許諾の決定を行なう．また，複製については許諾  
する権利を理車会のノ軋認を得て，外部機関に委．‡亡することができる．これにより，第三者・か  
ら本′、；：ご会に木‖而の支払があった場合には，本・、㌣会会計に練り入れるものとする．  

①機関誌については，機関誌緑生委貢会．  
②論文i；．いこつ いては，論文誌編集委H会．  

③研究発衣会，シンポジウム，研究部会，セミナーなどの研究普及i舌軌に関する川行物につい  
ては，研究普及委ii会．  

④その他の搾作物については，庶務幹事会．  
⑤佃々の委呈も会または幹事会が許諾を決定しかねる場合は，理事会において苦作権小委員会を  

．没前して，それに決定を委任する．   

（普作権侵′．ii：及び紛争処理）  

弟4条 本′、ト会が苦作権を有する論文等に刈■して第三苦からの常作権佼′i㌔‥の事尖があった場合，本学  

会と苦作苫が対応につし、て協議する．   

（苦作者の貢什）  

第5条 本一∵‥会のH版物に掲載された論文等の執筆内容は苦作者Fl身が責任を負うものであり，当該  

苦作物についての他の許作権の侵雷，名菖毀朝またはその他争いを′i二じ，それによって本学  

仝に損汚が′トじた場合は，本乍会に対して）tl該†断言ぎを補堰するものとする．  

（この規程以前の普作物）  

第6条 この規程の施行以前に本一、r会が編集または発行した著作物についても各号の規程を準用する．  

附則  本規程は平成13隼9Jj2211より施行する．  

節2条の貨作権に関わるすべての権利に含まれるもの  
） 

条（，， 
26条の3），翻訳権，翻案権（第27条），二射1くノ苦作物の利H＝こ関する原著作考の権利（第28条）   
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